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和光市長宛令和　　年　　月　　日提出　1月31日（月）までに提出してください。

令和４年度給与支払報告書（総括表） 追加・訂正 指　定　番　号

給与支払者の個人番号又は法人番号
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義 務 者
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〒 受 給 者 総 人 数
（他市の受給者も含む）
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給与より特別
徴収する人数 人

フリガナ      普通徴収切替
     理由書に記載
　　 した人数 人

名     称
（氏名） 計

人

所 轄 税 務 署 名
税務署

代表者の
職氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和光市への報告人員の中に、年末調整

で他社（前職分等）の給与を含んでい
る人が、

担 当 者 の
所属、氏名
な ら び に
電 話 番 号

　　　　　　　　　　課　　　　　　　　　係
いる ・ いない

氏名 『いる』に○をつけた場合は、摘要欄にその
内容を記載してください。

電話　　　　　　　　　番　　内線　
・

会 計 事 務 所
等 の 名 称 　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　　　　　　　番 納入書を使用して納付しますか。

 　　≪令和４年度給与支払報告書の提出についてのお願い≫
　　　普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要です。

・総括表及び給与支払報告書（個人別明細書）は折らずに、令和４年１月３１日(月)ま
でに提出してください。
・給与支払報告書の作成について、会計事務所等に依頼されている場合は、この総括表一
式を会計事務所等へお渡しください。
・他社（前職分等）の給与を含んで年末調整をしているか、「いる」又は「いない」のい
ずれかに〇をしてください。「いる」の場合は、給与支払報告書の摘要欄にその支払者
名、支払金額、社会保険料控除額、源泉徴収税額を記載してください。
・給与支払報告書提出の際は、この総括表を使用し、あらかじめ記載されている内容に変
更がある場合は朱書き訂正してください。(他の総括表を使用される場合でも、この総括
表を一緒に提出してください。)
・給与支払報告書の提出後３月末までに退職等の異動が生じた場合、４月１５日(金)まで
に「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
・総括表は個人別明細書と併せて提出いただく書類ですので、総括表及び普通徴収切替理
由書のみを提出されないようお願いします。
・和光市に該当者がいない場合、総括表の提出は不要です。
【問合せ先】
埼玉県和光市広沢１－５　　和光市役所　課税課　住民税担当
ＴＥＬ：０４８－４２４－９１０２(直通)、０４８－４６４－１１１１(代表)

必要 不要



略号 普通徴収切替理由 人数

個人住民税の普通徴収切替理由書 指　定　番　号

給与支払者の個人番号又は法人番号

和光市長宛

事業所名

 普通徴収として取り扱うべき給与受給者の人数と切替理由ごとの内訳は以下のとおりです。

普Ａ
 総従業員数が２名以下
(下記 普Ｂ～普Ｆに該当する全ての（他市区町村分を含む）従業員数を差し引いた人数) 人

普Ｂ  他の事業所で特別徴収（乙欄該当者）
人

普Ｃ
 給与が少額で税額が引けない
（年間の給与支給額が１００万円以下の場合など） 人

普Ｄ  給与の支払が不定期（給与の支払が毎月でないなど）
人

合計
人

　
　
　
　
　
　
　個人住民税の給与天引きの対象は、原則として全ての従業員の方ですが、一定の事由(※)に該
当する従業員の方は、普通徴収とすることができます。
　一定の事由に該当する従業員の方につきましては、給与支払報告書提出の際に、『普通徴収切
替理由書』を仕切り紙として使用し、普通徴収該当者を分けて提出していただきますようお願い
いたします。また、普通徴収該当者の個人別明細書の摘要欄に必ず該当理由(普Ａ～普Ｆ)を記入
してください。
　ｅＬＴＡＸ等の電子媒体で提出する場合は、必ず普通徴収欄に入力し摘要欄に略号を記入して
ください。（普通徴収切替理由書の提出は不要です。）
　乙欄該当者と退職者（予定者含む）は、所定の欄にその旨の記入があれば省略可能です。

※　一定の事由とは、普通徴収切替理由書の
　該当理由(普Ａ～普Ｆ)に該当する場合をいいます。

　普通徴収切替理由書の提出がない場合又は提出
があっても一定の事由に該当しない場合は、
特別徴収として税額決定通知書を送付します。

普Ｅ  事業専従者（個人事業主のみ対象）
人

普Ｆ  退職者、退職予定者（５月末日まで）又は休職者（育児休業中を含む）
人

給与支払報告書を提出される際は、下
記の順番に並べて提出してください。

一定の事由により個人住民税の特別徴収を行うことができない場合は、
普通徴収切替理由書の提出をお願いいたします。
※ 普通徴収の対象者がおらず、特別徴収の方のみの場合はこの用紙は不要です。

個人別明細書
（特別徴収分）

普通徴収切替理由書

個人別明細書

（普通徴収分）

総括表


